
事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日 

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課   

 

「「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の 

一部改正について」の一部訂正について 

 

標記については、令和４年４月１日付「広告が可能な医師等の専門性に関する

資格名等について」により通知したところですが、記載に誤りがありましたので、

別添のとおり差し替え願います。 
 なお、正誤については下記のとおりです。 
 
 

記 
 

 

正 誤 

一般社団法人 日本胸部外科学会 公益社団法人 日本胸部外科学会 

 

  



（別添） 

医政総発 0401 第１号 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

厚生労働省医政局総務課長   

 

「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の 

一部改正について 

 

「医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医

業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告すること

ができる事項の一部を改正する告示」（令和３年厚生労働省告示第 347 号）附則第

２条第１号の経過措置に基づき広告することができる医師及び歯科医師の専門性

に関する資格名等並びに「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療

所若しくは助産所に関して広告することができる事項」（平成 19 年厚生労働省告

示第 108 号）第１条第２号に基づき広告することができる薬剤師、看護師その他

の医療従事者の専門性に関する資格名等については、先に「広告が可能な医師等

の専門性に関する資格名等について」（平成19年６月18日付け医政総発第0618001

号医政局総務課長通知。以下「平成 19 年通知」という。）をもって通知したとこ

ろであるが、今般、下記のとおり平成 19 年通知の一部を改正したので通知する。 

なお、医師等の専門性に関する資格名を広告するに当たっては、「医業若しくは

歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針（医療広告ガイド

ライン）」（平成 30 年５月８日付け医政発 0508 第１号別紙３）の第４の４（９）

イ①ｄ等にあるように、「医師○○○○（○○学会認定○○専門医）」のような形

態を主に想定しているので、当該ガイドラインの趣旨を踏まえた広告内容となる

よう、管下の病院、診療所及び助産所並びに関係団体等に対する周知・指導等に

当たっては特に留意されたい。 

 

記 

 
平成 19 年通知の別紙中、【医師の専門性資格】の項のうち団体名の一部を以下の

とおり改める。 
改正後 現行 

一般社団法人 日本胸部外科学会 特定非営利活動法人 日本胸部外科学会 

以上 


